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大阪市 健康福祉局 高齢福祉担当

大阪市地域包括支援センター運営協議会選定部会開催要綱の改正について（案）



案 

太字は追加 

下線は削除 

大阪市地域包括支援センター運営協議会選定部会開催要綱 

制定 平 19.12.6 

最近改正 平 20.11.13 

平 22.  .   

(目的) 

第1条 大阪市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)設置要綱第 7 条に基づ

いて、大阪市地域包括支援センター設置者及び総合相談窓口設置者を選定するため、大阪

市地域包括支援センター選定部会(以下「選定部会」という。)を開催する。 

 

(組織) 

第2条 選定部会は、運営協議会委員及び特別委員(以下「委員等」という)5 名以内で組織する。ただ

し、第 4 条 3 項の場合はこの限りでない。 

 

(部会長) 

第3条 選定部会に部会長を置き、委員等の互選によりこれを定める。 

２ 部会長は選定部会を代表し、議事その他の会務を総括する。 

３ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員等がその職務を代理する。 

 

(会議) 

第4条 選定部会の会議は部会長が招集する。 

２ 選定部会の会議は、委員等の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 部会長は、委員等のうち運営協議会委員に事故があるときは、運営協議会委員長が運営協議会委

員の中から新たに指名する者を委員等として会議に出席させることができる。 

 

(所掌事務) 

第5条 選定部会は、大阪市地域包括支援センター設置者及び総合相談窓口設置者の選定に関する

事務を行い、運営協議会に報告するものとする。 

２ 選定部会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

 

(任期) 

第6条 委員等の任期は運営協議会の任期満了とともに満了する。 

 

(事務局) 

第7条 選定部会の事務局は、健康福祉局高齢者施策部内に置く。 

 

(施行の細目) 

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 

 



案 

附則 

この要綱は、平成 19 年 12 月 6 日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成 20 年 11 月 13 日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成 22 年 月 日から施行する。 


